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第２章 県におけるＰＦＩ導入の手引き

１ 県におけるＰＦＩ導入の手順

県事業へのＰＦＩ手法の導入については、次の手順により取り進めます。

なお、県ではまだＰＦＩ手法を導入した事例がありませんので、本手順は、現時点で想

定される対応を定めたものです。今後、先行する事例や国の基本方針の変更等を踏まえ、

手続きの充実等が図られるよう適宜手順を見直し、修正していきます。

【 １：ＰＦＩ導入可能性事業の検討・選定段階】Step

１ 事業の発案 ○事業計画(構想)の検討・策定

民間事業者からの発案を含む ○ＰＦＩを含めた実施手法の検討（ ）

［ ］ ○民間事業者の発案に係る受付、評価P26

２ ＰＦＩ推進会議（ＰＦＩ推進検 ○ＰＦＩ導入候補の洗い出し

討部会）での検討、ＰＦＩ導入 ○ＰＦＩの導入見込みの検討、導入可能性

可能性調査実施案件の選定 調査実施案件の選定

行政経営推進室による政策調整会議への報告［ ］ ○P28

３ ＰＦＩ導入可能性調査経費の予 ○事業担当部局で導入可能性調査委託費等

算措置 要求

［ ］P29

【 ２：ＰＦＩ事業の実施に向けての調査・検討段階】Step

４ 導入可能性調査の実施 ○事業担当部局による導入可能性調査の実施

○事業担当部局に対するＰＦＩ推進検討部会

［ ］ の支援P30

５ ＰＦＩ事業として取り進めるこ ○事業担当部局による導入可能性調査結果の

との決定 報告

［ ］ ○ＰＦＩとして取り進めることの決定P30

（ 、 ）ただし 取り止めることの結論もあり得るもの

行政経営推進室による政策調整会議への報告○

求６ ＰＦＩ事業の予算措置 ○事業担当部局でアドバイザー委託費等要

［ ］P30
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【 ３：特定事業の選定段階（ＰＦＩ事業としての実施決定段階 】Step ）

７ 庁内体制の確立 ○実施事業毎に事業担当部局及び他の関係

（ＰＦＩ推進チーム） 部局等によるＰＦＩ推進チームを設置し、

［ ］ 事業を推進P32

アドバイザーの選定 ○アドバイザーの選定８

委託発注○

［ ］P32

実施方針案の作成 ○ＰＦＩ事業構想（スキーム）の策定９

○ＶＦＭ検証・評価、民間事業者の意向調査

の実施［ ］P34

○実施方針案の作成

事業者選定委員会の設置、開催 ○事業者選定委員会の設置、開催10

○実施方針案、選考(入札)方法、要求水準書

［ ］ （仕様書）案、落札者決定基準案、契約書P34

案等の検討

○実施方針の財政課協議

実施方針の策定、公表 ○実施方針の公表11

○選考(入札)方法、要求水準書（仕様書)案、

［ ］ 落札者決定基準案、契約書案等の公表P35

説明等の実施、質問・回答、民 ○説明等の実施、質問受付・回答、意見招請12

間事業者からの意見招請 ○実施方針等の見直し、修正

［ ］P38

事業の選定、公表 ○ＶＦＭの評価について財政課協議13 特定

○ＶＦＭの評価の確定＜実施方針の最終決定、ＰＦＩ事

○ＰＦＩ事業選定の公表業としての決定＞

［ ］ ○債務負担行為の設定、議会の議決P38

【 ４：ＰＦＩ事業者の選定段階】Step

事業者選定委員会（第２回）の ○事業者選定委員会による選考(入札)方法、14

開催 要求水準書（仕様書 、落札者決定基準、）

［ ］ 契約書等の確定P44

○入札説明書、入札手順の審査・確定
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入札公告、民間事業者への説明 ○入札説明書､要求水準書（仕様書）､落札者15

等の実施、質問・回答 決定基準、契約書等の公表

［ ］ ○説明等の実施、質問・回答P46

入札 ○資格確認、資格審査16

○入札

［ ］P47

事業者選定委員会（第３回）の 落札者の選考審査17 ○

開催

［ ］P47

事業者の選定、公表 ○ＰＦＩ事業者の選定、公表18

［ ］P47

【 ５：契約の締結段階】Step

仮契約の締結 ○ＰＦＩ事業者との仮契約の締結19

［ ］P48

議会の議決 ○議会の承認20

［ ］P48

契約の締結 ○ＰＦＩ事業者との契約締結、公表21

［ ］P48

【 ６：事業の実施段階】Step

事業の実施・事業の監視（モニ ○ＰＦＩ事業者による事業の実施22

タリング） ○県による事業の監視（モニタリング）

［ ］P49

【 ７：事業の終了段階】Step

事業の終了 ○ＰＦＩ事業者との契約の終了23

［ ］P49




